
掲示期間 令和 8年 10月 2日まで 

ミスターマックス新習志野ショッピングセンター 

 

このたび大規模小売店舗立地法に基づく「変更の届出」を以下のとおり行いましたので、届出等の要旨をお知らせ致します。 

項 目 内 容 

大規模小売店舗立地法第 6条第 2項の規定による届出年月日 令和 8年 5月 15日 

大規模小売店舗の建物設置者 

名 称：SMFLみらいパートナーズ株式会社 

代表者氏名：上田 明 

住 所：東京都千代田区丸の内一丁目 3番 2号 

大規模小売店舗の名称 ミスターマックス新習志野ショッピングセンター 

大規模小売店舗の所在地 習志野市茜浜二丁目 19番地 26 ほか 

変
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・変更した事項 

大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
（変更前） 

小売業者名 開店時刻 閉店時刻 特記事項 
株式会社ミスターマックス 午前 9時 30分 午後 9時 30分 - 
株式会社サンベルクス 午前 8時 午後 9時 30分 - 
株式会社大創産業 午前 10時 午後 9時 30分 - 
株式会社マックハウス 午前 10時 午後 9時 - 
株式会社チヨダ 午前 10時 午後 9時 - 
株式会社ハニーズ 午前 10時 午後 9時 - 

株式会社マツモトキヨシ 午前 9時 午後 9時 - 
株式会社三城 午前 10時 午後 8時 - 

ＣＳリレーションズ株式会社 午前 10時 午後 8時 - 
（変更後） 

小売業者名 開店時刻 閉店時刻 特記事項 
株式会社ミスターマックス 午前 9時 午後 9時 30分 - 
株式会社サンベルクス 午前 8時 午後 9時 30分 - 
株式会社大創産業 午前 10時 午後 9時 30分 - 

未定 午前 10時 午後 9時 - 
株式会社チヨダ 午前 10時 午後 9時 - 

未定 午前 10時 午後 9時 - 
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 午前 9時 午後 9時 - 

未定 午前 10時 午後 8時 - 
ＣＳリレーションズ株式会社 午前 10時 午後 8時 - 

     ※株式会社ミスターマックスの開店時間を変更しております。 

変更の年月日 令和 8年 6月 1日 

お問い合わせ先 

株式会社エスパシオコンサルタント 

東京都中央区新川一丁目 6番 1号 

環境企画課 説明会係 

℡ 03-6222-2209  平日（月～金） 10：00～17：00 

 


